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就学援助制度の一般①申請の締切が近づいております。締切日は次のとおりです。申請を考えておられる方は、ご確認の上、提出をお願いいたします。


・申請理由が①か⑫※であり
税情報の利用に同意される方　　令和２年５月１５日（金）まで

・上記以外の方　　　　　　　　　令和２年６月３０日（火）まで









税情報の利用とは
　申請にかかる市民の方の負担軽減と利便性を図る観点から、市内居住者（平成31年1月1日現在）については、申請者の同意がある場合、教育委員会が申請者に代わって、大阪市の住民基本台帳及び個人市民税課税台帳から審査に必要な情報の提供を受けることができる制度です。申請理由が①か⑫の場合のみ利用可能です。
　　
注１、最終の提出期限（6月30日）が過ぎましても、随時申請として受付は可能です。ただし、認定日は申請日以降となり、認定日以降の学校での購入物品、行事での費用が支給対象となります。
注２、既に早期①②申請された方の提出は不要です。
注３、提出にあたっては、保護者による学校への持参、郵送でのご協力をお願いいたします。また、申請書を紛失された方は、ご連絡ください。

※申請理由①…市民税が非課税の方（土地、建物等、資産の売却や譲渡に伴う損失計上による非課税は除く。）
※申請理由⑫…申請理由①～⑪には該当しないが、経済的に困窮していて、就学援助を必要とする方　

詳細は２月下旬に配付しました、『令和2年度（2020年度）就学援助制度のお知らせ』をご覧ください。
